
参考資料１

内閣府

施策 施策の内容
平成30年度

予算額
（百万円）

平成31年度
予算額（案）
（百万円）

１．家庭における食育の
推進

－ －

２．学校、保育所等にお
ける食育の推進

－ －

３．地域における食育の
推進 － －

４．食育推進運動の展
開 － －

５．生産者と消費者との
交流の促進、環境と調
和のとれた農林漁業の
活性化等

－ －

６．食文化の継承のた
めの活動への支援等 － －

７．食品の安全性、栄養
その他の食生活に関す
る調査、研究、情報の提
供及び国際交流の推進

リスクコミュニケーションの実施
意見交換会の開催や季刊誌の発行等を行い、食

品安全委員会が行うリスク評価に関する科学的情報
について、分かりやすく解説し国民一般に対して提
供を行う。

29 29

平成31(2019)年度食育関連予算（案）
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消費者庁

施策 施策の内容
平成30年度

予算額
（百万円）

平成31年度
予算額（案）
（百万円）

１．家庭における食育の
推進

２．学校、保育所等にお
ける食育の推進

３．地域における食育の
推進

４．食育推進運動の展
開

５．生産者と消費者との
交流の促進、環境と調
和のとれた農林漁業の
活性化等

食品ロス削減に係る取組
　関係省庁と連携して「食品ロス削減国民運動」を展
開するとともに、食品ロスの削減に向けて、消費者
がその認識を高め、消費行動の改善を促すような普
及啓発を実施する。

6 4

６．食文化の継承のた
めの活動への支援等

７．食品の安全性、栄養
その他の食生活に関す
る調査、研究、情報の提
供及び国際交流の推進

食品に係るリスクコミュニケーションの実施
　食品の安全に関して、消費者が正確な情報を入手
し理解を深め、自らの判断で適切な消費行動を行え
るよう、意見交換会等のリスクコミュニケーションを推
進していく。

36の内数 35の内数

※その他、地方消費者行政強化交付金の強化事業において、食品ロス削減の取組に係るメニューが用意され
ている（平成３１年度予算額：2,200百万円の内数）。
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○ 地方公共団体や消費者団体から寄せられた「食材を無駄にしないレシピ」を発信
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リスク評価 リスク管理・機能的に分担
・相互に情報交換食べても安全かどうか

調べて、決める
食べても安全なように

ルールを決めて、監視する

食品安全委員会 厚生労働省、農林水産省
消費者庁、環境省等

関係省庁及び地方公共団体等との
連絡調整、企画・運営等

消費者庁

リスク評価やリスク管理の全過程において、リスク評価者、リスク管理者、消費者、
事業者、研究者、その他の関係者の間で、相互に情報の共有や意見の交換を行うこと。

食品安全に関するリスクコミュニケーション
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２ このうち、食品中の放射性物質に関しては、風評被害の防止を目的とした「消費者理解増進
チーム」の取組の一環として、取組みを強化している。

食品安全基本法第２１条第１項に基づく基本的事項に定義される、「リスクコミュニケーションの事務の調整」という
観点から、消費者庁では、以下のテーマ等に関するリスクコミュニケーションを実施しています。

※ 「消費者理解増進チーム」
森大臣（消費者及び食品安全担当）が大臣就任時に安倍総理から受けた総理指示に基づき、平成２５年１月から庁内に、
審議官をチームリーダとする「消費者理解増進チーム」が設置されている。

（構成員：審議官、消費者政策課長、消費者安全課長、消費者教育・地方協力課長ほか）

１ 放射性物質／健康食品 ／食品安全全般 等

消費者庁が行うリスクコミュニケーション

主なテーマ 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
30年度

12月末時点
テーマ別合計

食品中の放射
性物質 45 175 99 99 100 100 108 105 831

牛海綿状脳症
（BSE） － 2 2 － － 2 － 6

健康食品 3 － 3 2 2 2 5 8 25

輸入食品 － 3 － － － 1 － 4
農薬 － － － 1 2 － － 3
食中毒 － － － － 4 － － 4
食品安全全般
等 － － － － 3 4 22 23 52

年度別合計 48 180 104 102 111 109 135 136 925
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消費者庁が参加した既存イベントでのリスコミ例

主催：（一社）日本能率協会
概要：参加企業・団体が一堂に会し、小学生とその保護者に対して、自社の取組・製品・サービス等に関連した学習・体験プロ

グラムを提供し、夏休みの宿題・自由研究に活用してもらうもの。

※食品中の放射性物質をテーマとして実施

■ 夏休み2018 宿題・自由研究大作戦

会場 東京（3日） 大阪（2日） 仙台（２日） 合計（7日）

ミニセミナー 362 238 245 845

ワークショップ 672 477 225 1,374

ステージ※

（意見交換会）
87 87 113 287

総来場者 1,121 802 583 2,506
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多様な主体との連携
（食品安全に関するリスクコミュニケーション開催への支援）

○ 平成30年度の自治体、団体、事業者への協力・支援内容

当庁との共催の場合 団体主催の場合

講 師
講師への旅費及び諸謝金を、当庁の
内規に従い一部又は全部負担
（当庁の職員の派遣も可能）

外部講師紹介
（当庁職員の派遣も可能）

会場借料 一部（又は全部）の負担が可能 －

その他
「意見交換会開催に係る運営マニュ
アル等の提供」
「食品と放射能Ｑ＆Ａ」「同ミニ」
「健康食品Ｑ＆Ａ」等の配布

「意見交換会開催に係る運営マニュ
アル等の提供」
「食品と放射能Q&A」「同ミニ」「健康
食品Ｑ＆Ａ」の提供等
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総務省

施策 施策の内容
平成30年度

予算額
（百万円）

平成31年度
予算額（案）
（百万円）

１．家庭における食育の
推進

２．学校、保育所等にお
ける食育の推進

３．地域における食育の
推進

４．食育推進運動の展
開

５．生産者と消費者との
交流の促進、環境と調
和のとれた農林漁業の
活性化等

都市・農山漁村の地域連携による子ども農山漁村
交流推進モデル事業
　子ども農山漁村交流の取組の拡大、定着を図るた
め、送り側・受入側の地方公共団体双方が連携して
行う実施体制の構築を支援するモデル事業を実施

モデル事業の取組事例やノウハウの横展開を進
めるためのセミナーを開催

40 37

６．食文化の継承のた
めの活動への支援等

７．食品の安全性、栄養
その他の食生活に関す
る調査、研究、情報の提
供及び国際交流の推進
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子供の農山漁村体験（通称「子ども農山漁村交流プロジェクト」）

小学校
中学校

農林漁業体験・宿泊体験活動

送り側･受入側が連携して取り組む実施体制の構築

高等学校
対象
拡大

社会教育活動学校教育活動

◆コーディネーターの活用 ◆課題解決に向けた研究と実践 ◆地域の学生の動員等の支援体制の整備

農山漁村での宿泊体験や自然体験を通じて、学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、規範意識などを育み、力強い子供の成長を支えると
ともに、受入れ地域の活性化や交流による地域間の相互理解の進化に寄与する。

趣旨・目的

都市・農山漁村の地域連携による子ども農山漁村交流推進モデル事業

農山漁村

地方財政措置（特別交付税「子ども農山漁村交流プロジェクトに要する経費」）

体験交流実施モデル事業

上限額：1組あたり300万円
体験交流計画策定モデル事業
上限額：1組あたり100万円

・平成31年度から、小学校の取組に加えて、中学校の取組や社会教育活動、市町村推進協議会の運営等に係る経費も措置対象とする。

・子供の農山漁村体験交流の取組の拡大、定着を図るため、送り側・受入側の地方公共団体双方が連携して行う実施体制の構築支援。
・平成31年度から、対象を高等学校の取組まで拡大し、「子供の農山漁村体験交流計画策定」を新たなメニューとして追加。

H31予算案 0.4億円

１ 地方財政措置の対象事業
次の要件を満たす事業が対象
・学校教育活動の一環として実施されるものであること
・子供が受入地域の住民と接触する機会が確保されていること
・子供が受入地域の住民の生活又は農林漁業等の営みを体験する
機会が確保されていること

H31年度から、社会教育活動も対象とする
※地方公共団体が主体となって実施する社会教育活動

２ 対象経費
・都道府県推進協議会の運営に要する経費（都道府県）

・受入地域協議会の運営に要する経費（都道府県・市町村）

・小学校の集団宿泊活動に要する経費（都道府県・市町村）

H31年度から、市町村推進協議会及び中学校の
集団宿泊活動も対象とする

追加

対象
拡大
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文部科学省

施策 施策の内容
平成30年度

予算額
（百万円）

平成31年度
予算額（案）
（百万円）

家庭教育支援基盤構築事業
子供の生活習慣・食育を含む学習機会の効果的な提供な
ど、地域における家庭教育支援の基盤構築に向けた取組を
支援する。

73の内数 73の内数

「早寝早起き朝ごはん」フォーラム事業・推進校事業
国立青少年教育振興機構と連携・協力し、「早寝早起き朝ご
はん」国民運動を促進するための地域のフォーラム事業、中
学生の基本的な生活習慣の維持・向上、定着を図るための
推進校事業を実施する。

-
(国立青少年教
育振興機構の

予算で実施)

-
(国立青少年教
育振興機構の

予算で実施)

社会的課題に対応するための学校給食の活用
　学校給食には、適切な栄養の摂取による健康の保持増進
等に加え、食品ロスの削減、都道府県内の地場産物や国産
食材の活用、郷土料理等の伝統的な食文化の継承等の社
会的な課題・要請への対応が求められており、これらの課題
解決に資するためのモデル事業を実施する。

32 32

つながる食育推進事業
　栄養教諭を中核として家庭を巻き込んだ取組を推進し、子
供の日常生活の基盤である家庭における食に関する理解を
深めることにより、子供の食に関する自己管理能力の育成を
目指す。
　また、家庭、地域、生産者等と連携した食育を教科等横断
的な視点をもって推進し、栄養教諭を中核とした全校体制に
よる指導・評価方法の開発を行うとともに、栄養教諭間の連
携強化、研修を行うことにより、栄養教諭の実践的な指導力
の向上を目指す。

51 51

学校給食の現代的課題に関する調査研究
　学校給食調理場における衛生管理への対応など、学校給
食を取り巻く行政上の課題に対応するための調査研究を行
う。

24 24

学校施設環境改善交付金（学校給食施設整備）
　学校給食の普及充実及び安全な学校給食の実施を図るた
め、衛生管理の充実強化等に必要な学校給食施設の整備
に対する補助を行う。

28,797の内数 31,061の内数

３．地域における食育の
推進 － －

４．食育推進運動の展
開 － －

５．生産者と消費者との
交流の促進、環境と調
和のとれた農林漁業の
活性化等

－ －

６．食文化の継承のた
めの活動への支援等

伝統文化親子教室事業
　次代を担う子供たちに対して、伝統文化等に関する活動
を、計画的・継続的に体験・修得できる機会を提供することに
より、伝統文化を将来にわたって確実に継承し、発展させる
とともに、子供たちの豊かな人間性を涵養する。

1,269の内数 1,284の内数

７．食品の安全性、栄養
その他の食生活に関す
る調査、研究、情報の
提供及び国際交流の推
進

－ －

１．家庭における食育の
推進

２．学校、保育所等にお
ける食育の推進
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（前年度予算額 XX百万円)
XX年度予定額 XX百
万円

背景

・ 核家族化や地域社会のつながりの希薄化等により、子育ての悩みや不安
を抱えたまま保護者が孤立してしまうなど家庭教育が困難な現状がある。
・ 全ての親が安心して家庭教育を行う上で、身近な相談相手として、地域
の多様な人材で構成される家庭教育支援チームによる支援活動が有効。

●第3期教育振興基本計画（平成30年6月閣議決定）
「家庭や地域と学校との連携・協働を推進する」
「家庭教育支援員となる人材の育成や、訪問型家庭教育支援の充実を図る」

●教育再生実行会議第10次提言（平成29年6月）
「学校、家庭、地域の三者がそれぞれの立場から子供の教育に責任を持つとともに、それぞれの
教育機能をいかんなく発揮し、相互に連携・協力しながら子供を支え、育んでいくことが重要」
「家庭教育支援員の配置や家庭教育支援チームの組織化の促進を図り、訪問型家庭教育
支援をより一層充実する」

計画・
提言等

事業概要 各地域における、①地域人材の養成、②家庭教育支援体制の構築、③家庭教育を支援する取組に加え、④訪問型家庭教育支援を含めた
支援活動の強化を図るための取組の推進など、地域における家庭教育支援の基盤構築に向けた取組を支援するもの (1000箇所で実施)

①地域人材の養成 ②家庭教育支援体制の構築 ③家庭教育を支援する取組

地域における家庭教育支援基盤構築事業 （前年度予算額 73百万円)
2019年度予算額（案）73百万円

家庭教育支援員の配置
● 地域の身近な小学校等に家庭教育に関する
情報提供や相談対応等を専任で行う家庭教育
支援員を配置し、家庭教育支援体制を強化

家庭教育支援チームの組織化
● 家庭教育支援員などの地域人材を中心とした
チームの組織化
・ 学習機会や交流の場づくりの企画
・ 家庭や地域の人材に応じた支援をコーディネート
・ 活動拠点の整備促進

連絡会議・ケース会議等の設置・運営
● 各家庭と関係機関等をつなぐ機能の強化

家庭教育支援員等の養成
● 家庭教育に関する情報提供や相談対応等を
行う人材を養成
● 支援活動の企画・運営、関係機関・団体との
連携等を担う中核的人材を養成

学習機会の効果的な提供
● 就学時健診や保護者会、参観日など、多くの親が集まる機会を活用した
学習機会の提供

親子参加型行事の実施
● 親子の自己肯定感、自立心などの社会を生き抜く力を養成するため、親
子
での参加型行事やボランティア活動、地域活動等のプログラムを展開

相談対応や情報提供
● 悩みが抱える保護者、仕事で忙しい保護者など、様々
な家庭の状況に応じて、家庭教育支援チームによる情報
提供や対応を実施

課題について意見交換 【チーム員構成例】
子育てサポーターリーダー、
元教員、民生・児童委員、
保健師 等

国 1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3

【補助率】

~家庭教育支援チーム強化促進プラン~

体
制
の
構
築

支
援
の
実
施

元教
員

PTA
関係
者

子育て
経験
者

地域の多様な人材
による参画
（例）

研修 リーダー

中核的人材の養
成

【講座例】
○小学校入学時講座
○発達段階の特徴や親の心得に関する講座
○携帯電話やインターネットに関する有害情報対策
○子供の生活習慣づくり“早寝早起き朝ごはん”に関する講座

【プログラム例】
○親子で清掃ボランティア、料理教室 など

【支援活動例】
○空き教室を活用した交流の場づくり・相談対応
○企業が参加する出前講座
○企業内における従業員向けの研修等を活用した家庭教育支援
○家庭教育支援に関する広報誌等による情報提供・相談対応

ⅱ) 学校と連携し、家庭をつなぐ機会を創出
するための家庭教育支援員のコーディネート力
や専門性の向上等に関わる研修機会の充実

④家庭教育支援活動の強化

家庭教育支援チーム等の
強化により、更なる

家庭教育支援活動の進展

ⅰ) 家庭教育支援チームの拡充を含めた地域
における家庭教育支援体制の拡充・強化
※訪問型家庭教育支援に取り組む家庭
教育支援員の配置拡充を含む
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現状と課題

社
会
的
諸
課
題
の
解
決
に
寄
与

（前年度予算額 XX百万円)
XX年度予定額 XX百万円

（前年度予算額 ３２百万円)
2019年度予算額（案）３２百万円社会的課題に対応するための学校給食の活用

具体的な手法及び成果の共有方法の開発

食品ロスの
削減

伝統的な
食文化の
継承

地場産物・
国産食材の
活用

社会的な課題・要請

◆伝統的な食文化の理解、味と技術の継承・応用

○郷土料理等の実例の収集・レシピ集の作成
○味付、調理手順、盛付等の伝統的技法や由緒の伝授
○大量調理・大量配食に適した調理・分配・配膳方法等の開発
○学校行事や地域の伝統行事、季節行事との連係 等

◆廃棄してきた・使用されてこなかった物の利活用

○葉・皮など廃棄してきた部分を活用した献立の開発
○形くずれ野菜等の必要量の確保、手間の少ない調理方法の開発

◆需要サイドと供給サイドからのアプローチ・連携
※需要サイド：学校給食を実施する学校の設置者、栄養教諭、学校栄養職員等
※供給サイド：地方公共団体の農林水産部門、生産・加工・流通の関係団体等

適時に必要量を確保し使用することのできる
○生産・流通・販売経路の開拓・拡大
○大量調理に適した食材の規格や加工方法の研究、加工品の開発 等

全国展開

 廃棄物の削減

 食材の有効利用範
囲の拡大

 安定的な供給ルー
トの確立

 大量調理に適した
産物・食材の充実

 活用の拡大

 特色ある食文化の
理解促進・継承

 他地域への食文化
の伝播・拡大

 豊かな食事

学校給食については、適切な栄養の摂取による健康の保持増進や食育における活用に加え、食品ロスの削減、都道府県内の
地場産物や国産食材の活用、郷土料理等の伝統的な食文化の継承など、社会的な課題・要請に対応することが求められている。

学校給食の提供の過程（献立の作成、食材の調達、調理等）を活用して、社会的な課題・要請に対応するための具体的な手
法及び地域における成果の共有方法を開発する。また、これらの実践事例の普及を通じて、全国における取組を促進する。

事業概要

普及対応
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食育については、これまで学校を中心とした多様な取組による成果が見られたものの、食を取り巻く環境が大きく変化する中、児童生徒の食に関する課題を解決するに
は、学校における取組だけでは限界があり、家庭を巻き込んだ取組が必要である。

現状と課題

① 栄養教諭を中核とした関係者の連携による家庭へのアプローチ手法の開発や、望ましい食生活への理解促進を目的とした親子による体験活動等の実施など、学校を核
として家庭を巻き込んだ取組を推進し、子供の日常生活の基盤である家庭における食に関する理解を深めることにより、子供の食に関する自己管理能力の育成を目指す。

② 学校において、家庭、地域、生産者等と連携した食育を教科等横断的な視点をもって推進し、栄養教諭を中核とした全校体制による指導・評価方法の開発を行うとと
もに、栄養教諭間の連携強化、研修を行うことにより、栄養教諭の実践的な指導力の向上を目指す。
あわせて、新しい学習指導要領に基づき食育を推進するため、給食の時間や各教科等の中で活用できるよう食育を体系的にまとめた中学生向けの教材の作成を行う。

児童生徒や保護者の変化に係る指標をあらかじめ設定
・朝食摂取、共食、栄養バランスを考えた食事、
ゆっくりよく噛んで食べることや食事マナーに対する意識の向上及び実践、
伝統的な食文化や行事食の学び、食事の際の衛生的な行動

栄養教諭の実践的な指導力向上の取組の推進
・モデル地域の栄養教諭間の連携強化、研修の実施

事業終了後に全国の取組の効果を検証
・各モデル地域の取組を共通指標等を基に取りまとめ
実効性のある取組を全国へ普及
・報告書の作成、ＨＰでの公表、事例発表会・会議等での周知
教材作成により、食に関する指導を充実
・栄養教諭を中核とした食に関する実践的な指導の普及・充実

関係者の連携による家庭へのアプローチ
手法の開発
望ましい食生活への理解促進を目的とし
た親子による体験活動等の実施

児童生徒の
食に関する自己管理能力

の育成

つながる食育推進事業

事業概要

つながる つながる

取組の実施・検証（各モデル地域）

保護者

校長等

栄養教諭養護教諭

学級担任

つながる

他校・近隣市区
町村の栄養教諭

生産者・
関係団体等

農林・
保健部局等

家庭学校

つながる

栄養教諭を中核とした全校体制
による指導・評価方法の開発

栄養教諭の
実践的な指導力

の向上

栄養教諭間の連携強化（新規採用や
任用換えの栄養教諭への支援）

中核となった栄養教諭や実践事例の
研修（校内・地域）での活用

事業イメージ（各モデル地域）

効果検証・普及（文部科学省）

2019年度予算額（案） 51百万円
(前年度予算額 51百万円)



目 的：次代を担う子供たちに対して、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本
舞踊、茶道、華道、囲碁、将棋などの伝統文化、生活文化及び国
民娯楽に関する活動を、計画的・継続的に体験・修得できる機会
の提供により、我が国の歴史と伝統の中から生まれ、大切に守り
伝えられてきた伝統文化等を将来にわたって確実に継承し、発展
させるとともに、子供たちの豊かな人間性を涵養（かんよう）す
ること

参加対象：地域に在住する親子等（子供のみが対象の教室も可）
実施主体：伝統文化等に関する活動を行う団体（伝統文化関係団体）等
実施方法：全国の伝統文化関係団体を対象に募集し有識者審査を経て決定

「放課後子供教室」と連携した体験機会を提供

みまや焼き教室子供屋台囃子教室

平成３１年度 約４,０７0教室（うち重点分野推進枠７0教室）

■ 第３期教育振興基本計画（平成３０年６月閣議決定）

教室実施型

■ 第1期文化芸術推進基本計画（平成３０年３月閣議決定）

将来の文化財の担い手である子供たちが伝統的な価値に触れる機会の充実に努める。

文化芸術団体との連携・協力を図りつつ・・・子供たちが地域の伝統文化に触れる機会を提供する取組への支援を行う。

目 的：教室実施型で発掘された地域における指導者等を活
用して、伝統文化等を振興する自治体が地域の文化
を掘り起こし、集中的に体験できる多様な機会を創
出することにより、キッズウィーク等の休日におけ
る活動機会や障害のある子供の体験機会を確保する
など、地域の多様な人々の社会参画や子供の体験活
動機会の充実を図ること

参加対象：地域に在住する親子等
実施主体：地方自治体
対象経費：指導者への謝金・旅費、会場・用具の借料等

■ 経済財政運営と改革の基本方針201８（平成３０年６月閣議決定）

「文化芸術推進基本計画」や「文化経済戦略」に基づき、・・・子供や障害者等の文化芸術活動の推進・・・に取り組む。

着装・礼法教室

多様な伝統文化等を体験できる機会を確保するため、重点分野推進枠を新設
平成31年度は食文化をはじめとする生活文化の分野を推進

拡充

地域における多様な
体験機会の創出により、

子供たちの体験活動機会の充実

きもの文化体験

地蔵盆体験

郷土食文化体験

＜支援事業数＞平成３１年度 約３０地域

自治体と指導者等の連携強化
地域人材の把握・活用

キッズウィーク等における体験活動機会の提供
休業日の充実

地域展開型

■ 未来投資戦略201８（平成３０年６月閣議決定）

大人と子供が向き合う時間を確保するため・・・「キッズウィーク」を設定し、多様な活動機会の確保等を官民一体で推進する。

伝統文化親子教室事業
2019年度予算額(案) 1,284百万円
(前年度予算額 1,269百万円)



厚生労働省

施策 施策の内容
平成30年度

予算額
（百万円）

平成31年度
予算額（案）
（百万円）

１．家庭における食育の
推進

「健やか親子21」による母子保健活動の推進
　「健やか親子21（第2次）｣（21世紀の母子保健の取
組の方向性を提示すると同時に、目標値を設定し、
関係機関・団体が一体となって推進する国民運動計
画）による母子保健活動の推進を行う。

20 20

２．学校、保育所等にお
ける食育の推進

－ － －

３．地域における食育の
推進

国民健康づくり運動の推進（「健康日本２１（第二
次）」
　平成25 年度からの「二十一世紀における第二次
国民健康づくり運動（健康日本21（第二次））」を国民
の自主的な参加による国民運動として、普及推進を
図るとともに、国民の身体状況や食生活等の状況を
明らかにする国民健康・栄養調査の実施、最新の科
学的根拠に基づく食事摂取基準の策定など、健康増
進の総合的な推進を図る。　また、「成長のための栄
養サミット２０２０（仮称）」に向けて、これまでの我が
国の栄養政策における取組の成果や今後の取組の
方向性について、データや資料を取りまとめる。

587 703

8020（ハチマルニイマル）運動の推進
　都道府県が実施する歯の健康づくりのために行わ
れる地域の実情に応じた歯科保健医療事業の円滑
な推進を支援する。

403の内数 403の内数

子どもの生活・学習支援事業
　放課後児童クラブ等の終了後に、ひとり親家庭の
子どもに対し、悩み相談を行いつつ、基本的な生活
習慣の習得支援・学習支援、食事の提供等を行い、
ひとり親の家庭の子どもの生活向上を図る自治体の
取組を支援する。

12,226の内数 15,926の内数

４．食育推進運動の展
開 － － －

５．生産者と消費者との
交流の促進、環境と調
和のとれた農林漁業の
活性化等

－ － －

６．食文化の継承のた
めの活動への支援等 － － －

７．食品の安全性、栄養
その他の食生活に関す
る調査、研究、情報の提
供及び国際交流の推進

食品に関する情報提供や意見交換（リスクコミュニ
ケーション）の推進

食品安全に対する消費者の意識の高まりなどに対
応するため、食品安全基本法や食品衛生法に基づ
き、消費者などへの積極的な情報の提供や双方向
の意見交換を行う。

9 9
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平成31年度食育関連予算について

厚生労働省
平成31年１月
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１． 家庭における食育の推進

２． 学校、保育所等における食育の推進

３． 地域における食育の推進

４． 食育推進運動の展開

５． 生産者と消費者との交流の促進、環境と調和の
とれた農林漁業の活性化等

６． 食文化の継承のための活動への支援等

７． 食品の安全性、栄養その他の食生活に関する
調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進

厚生労働省における食育関連主要事業について

「第３次食育推進基本計画」
第３ 食育の総合的な促進に関する事項

・「健やか親子２１」による
母子保健活動の推進

・国民健康づくり運動
「健康日本２１」の推進

・ 8020運動・口腔保健推進事業

・子どもの生活・学習支援事業
（居場所づくり）

・食品に関する情報提供や
リスクコミュニケーションの推進
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住 民 （ 親 子 ）ＮＰＯ

連携と協働

モニタリングの構築

企業
医療機関 研究機関

学校

地方公共団体

○21世紀の母子保健の取組の方向性を提示すると同時に、目標値を設定し、関係機関・団体が
一体となって推進する国民運動計画

【基盤課題Ａ】
切れ目ない

妊産婦・乳幼
児への保健対

策

【基盤課題Ｂ】

学童期・思春
期から成人期
に向けた保健

対策

【基盤課題Ｃ】

子どもの健や
かな成長を見
守り育む地域

づくり

【重点課題①】

育てにくさを
感じる親に寄
り添う支援

【重点課題②】

妊娠期からの

児童虐待防止
対策

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現

国（厚生労働省、文部科学省等）

「健やか親子２１」による母子保健活動の推進 【平成31年度予算案額 20百万円】
（平成30年度予算額 20百万円）

健やか親子２１推進協議会
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国民健康づくり運動「健康日本２１」の推進 【平成31年度予算案額 667百万円】
（平成30年度予算額 587百万円）

健康寿命の延伸を目指した「健康日本２１」の推進

 健康日本２１（第二次）推進費 〈31年度予算案額 169百万円（30年予算額 149百万円）〉
 健康日本２１（第二次）分析評価事業 〈31年度予算案額 28百万円（30年予算額 28百万円）〉

〈主要事業〉

 国民健康・栄養調査の実施に係る経費 〈31年度予算案額 148百万円（30年予算額 138百万円）〉

 食事摂取基準関連経費等 〈31年度予算案額 12百万円（30年予算額 19百万円）〉

 「成長のための栄養サミット２０２０（仮称）」に向けた調査事業 〈31年度予算案額 38百万円〉

 管理栄養士等の資質確保、向上 〈31年度予算案額 80百万円（30年予算額 71百万円）〉

・管理栄養士国家試験運営等に係る経費

・管理栄養士・栄養士養成施設におけるモデル・コアカリキュラムの検討

・管理栄養士専門分野別人材育成事業

 糖尿病予防戦略事業 〈31年度予算案額 37百万円（30年予算額 37百万円）〉

科学的根拠に基づく基準等の整備

管理栄養士等の養成・育成、地域における栄養指導の充実
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社会全体としての国民運動へ

○企業・団体・自治体への参画の呼びかけ
○社員・住民の健康づくりのためのリーフレットやポスターの提供
○大臣表彰「健康寿命をのばそう！アワード」
○「健康寿命をのばそう！サロン」による参画団体の交流と好事例の横展開
○「いきいき健康大使」による、各種イベントでの健康づくりの呼びかけ

厚生労働省

社内啓発や消費者への啓発活動に利用するロゴマーク
の使用（パンフレットやホームページなど）

→ 企業等の社会貢献と広報効果

社員・住民の健康づくり、禁煙や受動喫煙防止の呼び
かけ、検診・健診促進のためのポスター等による啓発
→ 社員・住民の健康意識の向上・促進

＜事業イメージ＞

・フィットネスクラブ
・食品会社

等

・メディア
・外食産業

企業・団体

自治体＜健康寿命をのばそう！アワード表彰式＞

○背景：高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、特定健診等により生活習慣病等を始めとした疾病を予防・早
期に発見することで、国民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図り、健やかで心豊かに生活できる活力
ある社会を実現することが重要である。

○目標：「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙・受動喫煙防止」「健診・検診の受診」をテーマに、健康づくり
に取り組む企業・団体・自治体を支援する「スマート・ライフ・プロジェクト」を推進。個人や企業の
「健康意識」及び「動機付け」の醸成・向上を図り、社会全体としての国民運動へ発展させる。

健康寿命をのばす国民運動

＜スマート・ライフ・プロジェクト＞
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１． ８０２０運動推進特別事業 100,463千円（100,463千円）

８０２０運動及び歯科口腔保健の推進のため、歯の健康の保持
等を目的として実施される歯科保健医療事業（口腔保健推進事業
に掲げる事業を除く）に必要な財政支援を行う。

補助対象：都道府県
補助率：定額

１）８０２０運動及び歯科口腔保健の推進に関する検討評価委員会
の設置

２）８０２０運動及び歯科口腔保健の推進に資するために必要とな
る事業
ア 歯科口腔保健の推進に携わる人材研修事業
イ 歯科口腔保健の推進に携わる人材の確保に関する事業
ウ その他、口腔保健推進事業に掲げる事業以外の事業

２． 口腔保健推進事業 301,017千円（301,054千円）
地域の実情に応じた総合的な歯科保健医療施策を進めるための
体制確保、要介護高齢者等への対応やそれを担う人材の育成及
び医科・歯科連携の取り組みに対する安全性や効果等の普及を図
る。

補助対象：都道府県、保健所を設置する市、特別区
補助率：１／２

１）口腔保健支援センター設置推進事業
２）口腔保健の推進に資するために必要となる事業
① 歯科疾患予防・口腔機能維持向上事業
①－１ 歯科疾患予防事業
①－２ 食育推進等口腔機能維持向上事業
② 歯科保健医療サービス提供困難者への歯科保健医療推進・

技術者等養成事業
②－１ 歯科保健医療推進事業
②－２ 歯科医療技術者養成事業
③ 調査研究事業
③－１ 歯科口腔保健調査研究事業
③－２ 多職種連携等調査研究事業

３． 歯科口腔保健支援事業 1,326千円（1,832千円）
歯科口腔保健推進室において、口腔と全身に関する知識の普及
啓発や対話を通じて、国、地方公共団体、住民（国民）それぞれと
相互に連携していく。

 8020運動推進特別事業は、都道府県が地域の実情に応じた8020運動に係る政策的な事業を行うこと等を目的として平成12年度から
実施し、口腔保健推事業は、平成23年度に公布・施行された「歯科口腔保健の推進に関する法律」に基づき平成25年度から実施している。

 平成27年度より両事業を統合することで、地域の特性を活かした柔軟な対応を促進し、歯科口腔保健の推進に関する施策の充実・強化を
図る。

 また、歯科口腔保健推進室において部局横断的な施策にも取り組み、国、地方公共団体、住民（国民）それぞれと相互連携していく。

厚生労働省

都道府県等

各地域の実情に応じた
歯科口腔保健に関する取組を実施

住民(国民)

補助

実績報告
（取組事例を含む）

普及啓発・
対話

８０２０運動・口腔保健推進事業
平成31年度予算案額：402,806千円

（ 403,349千円）
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○ 地域の学生や教員ＯＢ等のボランティア等で、ひとり親家庭の子どもの福祉の向上に理解と熱意を有する支援員を配置して、
子どもに対して適切な生活支援や学習支援等を行うとともに、子どもの良き理解者として悩み相談や進学相談等に応じる。

○ 食事の提供を行う場合には、食育の観点に配慮するとともに、衛生管理等に十分配慮する。また、食材の確保には、地域の
農家、フードバンク等の協力を得る。

（食材費は、実費徴収可）

○ 支援員の募集・選定・派遣調整、教材作成等を
行うコーディネーターや、支援員の指導・調整、
運営管理等を行う管理者を配置する。

子どもの生活・学習支援事業（居場所づくり）

地域の支援スタッフ
（学生・教員OB等）

＜実施場所＞
児童館、公民館、民家等

学習支援 食事の提供

＜支援の内容（例）＞

遊び等の諸活動 調理実習

※平成28年度から実施

○ ひとり親家庭の子どもが抱える特有の課題に対応し、貧困の連鎖を防止する観点から、放課後児童クラブ等の終了後に、
ひとり親家庭の子どもに対し、児童館・公民館や民家等において、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の習得支援・学習
支援、食事の提供等を行うことにより、ひとり親家庭の子どもの生活の向上を図る。

○ ①及び②の支援を組み合わせて実施することを基本とし、
これに加えて、③の支援を地域の実情に応じて実施する。

① 基本的な生活習慣の習得支援や生活指導
② 学習習慣の定着等の学習支援
③ 食事の提供

【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・市区町村
（事業の全部又は一部を民間団体等に委託可）

【補助率】国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2
国1/2、都道府県1/4、市区町村1/4

【31予算案】母子家庭等対策総合支援事業(159億円)の
内数

【29実績（延べ利用人数）】205,813人

目 的

事業内容

実施体制・実施方法

《②：東京都世田谷区》 《③：北九州市》《②：東京都江戸川区》

コーディネーター・管理者

【平成31年度予算案額】 159億円の内数
（母子家庭等対策総合支援事業）
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食品に関する情報提供やリスクコミュニケーションの推進

Twitterホームページ意見交換会 リーフレット等
の作成

全国各地において
・食品中の放射性物質
・輸入食品の安全性確保
・健康食品 など
をテーマに意見交換会を開催

厚生労働省ホームページ「食
品」において、緊急情報やト
ピックス、施策別の詳細な情
報やパンフレット・リーフ
レットを提供・公開

URL：
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku
nitsuite/bunya/kenkou_iryou/shoku
hin/index.html

厚生労働省の食品衛生行政に
関連する情報を積極的に発信

厚生労働省Twitter：
https://twitter.com/MHLWitter
食品安全情報Twitter：
https://twitter.com/Shokuhin_ANZE
N

食品安全全般、食中毒予防
（有毒植物、カンピロバク
ター、リステリア等）につい
て、一般国民向けのリーフ
レットを作成

各自治体の協力のもと、意見交換会の開催やリーフレットの配布を行っている

【平成31年度予算案額 ９百万円】
（平成30年度予算額 ９百万円）
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農林水産省

施策 施策の内容
平成30年度

予算額
（百万円）

平成31年度
予算額（案）
（百万円）

１．家庭における食育の
推進

－ －

２．学校、保育所等にお
ける食育の推進

－ －

３．地域における食育の
推進

食料産業・６次産業化交付金のうち地域での食育の
推進
　第３次食育推進基本計画の目標のうち食文化の継
承等農林水産省関連の目標達成に向けて、地域の
関係者が連携して取り組む、食文化の継承、和食給
食の普及、農林漁業体験機会の提供、日本型食生
活の普及促進、食育を推進するリーダーの育成、共
食機会の提供、食品ロスの削減等の食育活動を支
援。

1,678の内数 1,434の内数

食育活動の全国展開事業委託費
　食育推進全国大会や食育活動表彰等を行い、食
育の全国展開を図る。第４次食育推進基本計画を32
年度中に作成することから、第３次計画の実施状況
について、特に、省庁横断的な課題を中心に、国民
のニーズや特性を調査・分析し実践的な食育推進方
策の検討を行う。

54 58

食料産業・６次産業化交付金のうち地域での食育の
推進（再掲）

1,678の内数 1,434の内数

国産水産物流通促進・消費拡大総合対策事業
　国産水産物の流通促進と消費拡大を図るため、水
産物加工・流通構造の改善、消費者等に対する魚食
普及等を総合的に推進。 706の内数

水産バリューチェーン事業のうち流通促進・消費等
拡大対策事業
　加工・流通業者等が、水産バリューチェーン中に生
じた局所的な課題を解消するために実施する取組
や、事業者の生産性向上を図る取組等を支援。併せ
て、消費者への魚食普及、国産水産物・加工原料の
安定供給を支援。

－ 771の内数

４．食育推進運動の展
開
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施策 施策の内容
平成30年度

予算額
（百万円）

平成31年度
予算額（案）
（百万円）

５．生産者と消費者との
交流の促進、環境と調
和のとれた農林漁業の
活性化等

食料産業・６次産業化交付金のうち加工・直売の取
組への支援
　農林漁業者と多様な事業者が連携して行う地産地
消等の取組に必要な施設整備や、新商品開発・販
路開拓等の取組を支援する。

1,678の内数 1,434の内数

食料産業・６次産業化交付金のうち地域での食育の
推進（再掲） 1,678の内数 1,434の内数

日本の食消費拡大国民運動推進事業
　生産者・食品関連事業者・団体、国が一体となって
国産農林水産物の消費拡大を推進するため、日本
の食の魅力を消費者に広く普及する活動や、国産農
林水産物の利用を積極的に進める食品関連事業者
等の取組を後押しするための表彰等を通じた情報発
信を実施する。また、学校給食等へ地場産食材を安
定供給する取組をはじめとした地産地消を推進する
ためのコーディネーターの育成等を支援する。

232 182

農山漁村振興交付金
　地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業
者等を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村
における所得の向上や雇用の増大に結びつける取
組を支援する。

10,070の内数 9,809の内数

畜産生産力・生産体制強化対策事業のうち国産飼
料資源生産利用拡大対策
　国産飼料の着実な利用拡大により、飼料自給率の
向上を図り、力強い畜産経営を確立するため、農場
残さ等の未利用資源を飼料資源として活用するため
の体制構築・実証の取組を支援する。

96

（平成30年度：
飼料増産総合
対策事業のう
ちエコフィード

増産対策）

1,383の内数

６．食文化の継承のた
めの活動への支援等

食料産業・６次産業化交付金のうち地域での食育の
推進（再掲）

1,678の内数 1,434の内数

「和食」と地域食文化継承推進事業
ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」を保

護・継承するため、地域固有の多様な食文化の保
護・継承を推進するとともに、地域において効果的な
和食文化の普及活動を行うための取組を実施する。

54 72

７．食品の安全性、栄養
その他の食生活に関す
る調査、研究、情報の提
供及び国際交流の推進

－ －
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食育活動の全国展開事業委託費 【平成31年度予算概算決定額 58（54）百万円】

＜対策のポイント＞
食育推進全国大会等を行い、食育の全国展開を図ります。また、国民のニーズや特性を分析し、食育推進方策の検討を行います。
＜政策目標＞
食育推進計画を作成・実施している市町村の割合100％［平成32年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
＜背景＞
○近年の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培
い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが重要。

○農林水産省が関係府省と連携しながら、第３次食育推進基本計画に基づき食
育を全国展開。

○第４次食育推進基本計画を32年度中に作成することから、第３次計画の実施
状況について、特に、省庁横断的な課題を中心に、フォローアップ及び第４次計画
作成のための分析が必要。

＜事業内容＞
食育推進全国大会や食育活動表彰等を行い、食育の全国展開を図ります。ま

た、第３次食育推進基本計画に基づき、国民のニーズや特性を調査・分析し、よ
り実践的な食育推進方策を検討します。［拡充］

＜事業の流れ＞

国 民間団体等
委託

［お問い合わせ先］ 消費・安全局 消費者行政・食育課（03-6744-1971）

食育推進
全国大会

食育活動表彰

・ 国民の食育に対する理解を
深めるため、地方公共団体と
の共催により開催

・ 教育、農林漁業等の活動を
通じて食育を推進する優れた
取組を表彰

・ 目標達成状況の把握
・ 事例を収集し食育白書の特集に記載するととも
に、食育ボランティアや事業活動を通じて食育を
実践している方々へ情報提供

・ 若い世代を中心とした食育や多様な暮らしに対
応した食育など、省庁横断的な重点課題につい
て、現状分析と今後の方策を検討

食育に関する
調査・分析、
事例収集



国産農産物消費拡大事業のうち
日本の食消費拡大国民運動推進事業

＜対策のポイント＞
日本の食の魅力及び生産者の努力や想いを消費者に直接伝える取組や、食品事業者等が国産農林水産物の利用を積極的に進める取組を後押しするた
めの表彰等を通じた情報発信を行うとともに、地産地消を推進するコーディネーターの育成・派遣等を支援します。
＜政策目標＞
フード・アクション・ニッポン アワード受賞・入賞後に売上げが増加した産品の割合（平成32年度までに80%）

【平成31年度予算概算決定額 182（232）百万円】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．食の魅力発掘による消費拡大のための国民運動推進事業

172(224）百万円

① 体験等を通じて日本の食の魅力及び生産者の努力や想いを
消費者に直接伝える取組を推進します。

② 国産農林水産物の消費拡大につながる商品や地産地消の
取組を表彰し、生産者の想いとともに地域産品を消費者に発
信する取組を支援します。

２．地域の食の絆強化推進運動事業 9(8）百万円

○ 学校給食等への地場産食材の供給の取組をはじめとした地産
地消の優良事例を普及するコーディネーターの育成・派遣等
を支援します。

ジャパンハーヴェストによる国産
農林水産物の魅力発信

地産地消コーディネーターによる
生産現場と学校給食側の調整

［お問い合わせ先］食料産業局食文化・市場開拓課 （03-6744-2352）

国
民間団体等

民間団体等
委託

補助（定額）

＜事業の流れ＞

フード・アクション・ニッポン事務局が
消費者に国産消費拡大をPR

（ １の事業）

（ １①，２の事業）

地産地消コーディネーター育成
研修会の開催

フード・アクション・ニッポン アワー
ドで地域の優れた産品を表彰

食の魅力発掘による消費拡大のための国民運動推進事業

地域の食の絆強化推進運動事業



食料産業・6次産業化交付金のうち
地域での食育の推進

＜対策のポイント＞
第3次食育推進基本計画に掲げられた目標のうち、食文化の継承等当省関係の目標達成に向けて、地域関係者が連携して取り組む食育活動を重点的
かつ効率的に推進します。
＜政策目標＞
第3次食育推進基本計画の目標の達成

【平成31年度予算概算決定額 1,434（1,678）百万円の内数】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

○ 食育を推進するリーダーの育成
地域で活躍する食育推進・食文化継承・農業体験リーダーの
育成やその活動促進を支援します。

○ 地域食文化の継承
地域食文化の継承や日本型食生活の実践に向けた調理講習
会や食育授業等の開催を支援します。

○ 農林漁業体験機会の提供
食や農林水産業への理解を増進する農林漁業体験の提供に
向けた検討会開催や体験機会の提供を支援します。

○ 和食給食の普及
和食給食の普及に向けた献立の開発や子供や学校関係者を
対象とした食育授業の開催を支援します。

○ 共食の機会の提供
地域における共食のニーズの把握や共食の場の提供に向けた生
産者とのマッチング、共食の場における食育の取組を支援します。

○ 食品ロスの削減
食品ロスの削減に向けた消費者の意識調査や飲食店等と連携
した啓発資料の配付やセミナーの実施を支援します。

［お問い合わせ先］食料産業局食文化市場開拓課（03-3502-5723）
国

交付（定額）
都道府県

交付率
1/2以内 都道府県、市町村、

民間団体等

目標（第３次食育推進基本計画に掲げられたもののうち食文化の継承等当省関連）
・地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民を増やす
・農林漁業体験を経験した国民を増やす
・栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やす
・食育を推進するボランティアの数を増やす
・地域で共食したいと思う人が共食する割合を増やす
・食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民を増やす

第3次食育推進基本計画の目標達成(32年度)を目指す
＜事業の流れ＞

・食文化や食生活の
改善等に対する意
識の向上、
・地場産食材の活用
割合の増加等

農林漁業体験 地域食文化の継承 共食の場における食育
支援事業(例)

事業実施主体

目標の達成に資する
地域の取組を支援



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．地域の食文化の保護・継承事業
○ 地域固有の多様な食文化を地域で保護・継承していくため、地
方公共団体、大学等研究機関、民間団体、教育関係者、民間企
業等を構成員とした体制を各都道府県に構築し、地域ぐるみで代表
的な郷土食の歴史や由来、関連行事、使用食材及び料理方法等
の調査及び記録の作成・保存並びに普及等を行います。

２．和食文化継承の人材育成等事業
○ 子供及びその保護者を対象とした効果的な和食文化の普及活動
を行う中核的な人材を育成し、各都道府県ごとに配置するため、栄
養士等を対象とした研修会等を実施するとともに、子供たちに和食
文化を効果的に普及する取組を活用した実践的な研修を実施しま
す。

国産農産物消費拡大事業のうち
「和食」と地域食文化継承推進事業

＜対策のポイント＞
ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」を保護し、次世代に継承していくため、地域固有の多様な食文化の保護・継承を推進するとともに、子育て世代
や子供たちに対して効果的な和食文化の普及活動を行う中核的な人材の育成を実施します。
＜政策目標＞
第３次食育推進基本計画における目標である「地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている割合」の増加
（37.8％［平成29年度］→ 50％以上［平成32年度まで］）

【平成31年度予算概算決定額 72（54）百万円】

［お問い合わせ先］食料産業局食文化・市場開拓課（03-3502-5516）

地域の食文化の保護・継承事業

和食文化継承の人材育成等事業

地方
公共
団体

大学

教育
関係
者

民間
団体

民間
企業

地域の食文化

各都道府県ごとに体制の構築

地
域
の
食
文
化
の
普
及
推
進

発信・活用

研修会等
の参加

子供たち
への実践的
な研修の
実施

子
育
て
世
代
・
子
供
た
ち
へ

調査

中核的な人材の育成

データベース作成

配
置
・
登
録

和
食
文
化
を
効
果
的
に
普
及

＜事業の流れ＞

国 民間団体等
委託



バリューチェーン全体の生産性向上、輸出拡大の取組等を支援
消費者、加工業者への国産水産物の安定供給を支援

水産バリューチェーン事業 【平成31年度予算概算決定額 1,378（895）百万円】

＜対策のポイント＞
輸出を視野に入れて、品質面・コスト面等で競争力ある流通構造を確立するため、消費地における産地サイドの流通拠点の確保といった、生産と加工・流通
が連携し水産バリューチェーン全体で生産性向上を図る取組や、産地市場の統合・機能強化を促進する取組、国産水産物の加工・流通の改善と消費等拡
大、EU・HACCPへの対応等を支援します。
＜政策目標＞
魚介類（食用）の消費量の増加（46.4kg/人年［平成39年度まで］） 、 水産物の輸出額の増加（3,500億円［平成31年まで］）

［お問い合わせ先］水産庁加工流通課（03-3502-8427）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．バリューチェーン連携推進事業
○ 生産と加工・流通が連携し水産バリューチェーン全体で生産性を向上させる取
組を一体的に支援します。また、産地市場の統合・機能強化に向けた調査検討、
電子入札や共同物流等の先進的取組等を支援します。

２．流通促進・消費等拡大対策事業
○ 加工・流通業者等が、水産バリューチェーン中に生じた局所的な課題を解消する
ために実施する取組、輸出を促進する取組等を支援します。併せて、消費者への
魚食普及、国産水産物・加工原料の安定供給を支援します。

３．水産物輸出倍増環境整備対策事業
○ HACCPに基づく衛生管理に関する研修・現地指導や生産海域等のモニタリン
グ、輸出促進に資するトレーサビリティの普及に向けた実証の取組を支援します。
また、対EU･HACCP認定施設の指導・監視等を行います。

国
民間団体

漁業者団体等
定額、1/2以内定額

委託、定額、1/2以内

＜事業の流れ＞

民間団体

沖合漁業

養殖業

生産

沿岸漁業
卸売市場

物流

加工・流通

輸出先国

外食・給食・小売等

販売・輸出

価値をつなぐ連携に向けた調査・検討を行い、一体的に実施

生産と加工・
流通の連携

高鮮度保持等
加工機器導入

消費・輸出
が増大

漁業者の所
得向上

マーケットインに
基づく操業

デジタル化の
推進

ストーリーを伝
える販売拠点

EU・HACCP
への対応

消費者

産地市場の統
合・機能強化

加工場

魚
食
普
及

販
路
拡
大

トレーサビリ
ティの推進
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．家畜能力等向上強化推進 

○ 遺伝子解析情報等を活用した新たな評価手法による生涯生産性の向上、多

様性を確保した家畜の系統・品種の活用促進、肉質・繁殖能力の改良の加速

化等を推進する取組を支援します。

２．繁殖肥育一貫経営等育成支援 

○ 肉用牛生産の構造改革を進め繁殖基盤の強化を図るため、肉用牛肥育経営

の一貫化や地域内一貫生産を推進する取組を支援します。

３．草地生産性向上対策 

○ 不安定な気象に対応したリスク分散等により粗飼料の安定的な収穫を確保す

るため、草地改良や飼料作物の優良品種利用の取組を支援します。

４．飼料生産利用体系高効率化対策 

○ ICT等の活用により、飼料生産組織等の作業の効率化や草地基盤に立脚した

生産性の高い酪農・肉用牛生産の取組を支援します。

５．国産飼料資源生産利用拡大対策 

○ 放牧、国産濃厚飼料、未利用資源を利用する取組を支援するとともに、有機畜

産物生産の普及の取組を支援します。

【平成31年度予算概算決定額 1,383（1,496）百万円】 

[お問い合わせ先]（１，２の事業）生産局畜産振興課（03-6744-2587） 
（３～５の事業）生産局飼料課   （03-6744-7192） 

＜対策のポイント＞ 
 肉用牛・乳用牛・豚の改良や飼料作物の優良品種の利用を推進するとともに、肉用牛の繁殖肥育一貫経営や地域内一貫生産、国産飼料の一層の増産
と着実な利用の拡大のための体制整備により、畜産の生産力及び生産体制の強化を図ります。 

＜政策目標＞［平成25年度→平成37年度まで］ 
○生乳生産量：745万トン→750万トン  ○牛肉生産量：51万トン→52万トン ○豚生産量：131万トン→131万トン ○飼料自給率：26％→40％

国 民間団体等 生産者
集団等 

＜事業の流れ＞ 
（１、３、５の事業）民間団体等 

定額、1/2以内 

定額、1/2以内 

定額、1/2以内 

（２、４の事業） 
定額 

（３～５の事業） 

３．気象リスク分散によ
る安定的な収量確保 

４．ICT等の活用に
よる作業の効率化 

５．放牧、国産濃厚飼料、
未利用資源の利用 

自動操舵システムによる 
収穫作業の効率化等を 
支援  

9月        

8月 

6月 

7月 

転
換
後
の
収
穫
期 

イ
メ
ー
ジ 

OG：1番草 

OG：2番草 

OG：3番草 

TY：2番草 

TY：1番草 

（注）OG：オーチャード、TY：チモシー 

未利用地に
おける放牧 

国産濃厚飼料
の活用 

飼料資源として活用する
ための体制構築・実証の
取組を支援 

農場残さ等 
未利用資源の活用 

複数草種の導入等により収穫
適期を拡大し、天候不順による
影響を緩和する取組を支援 

優秀な牛 

普通の牛 

能力不明 
の子牛 

優秀な牛と同じなので、この子牛は「優秀」と予測 

１．遺伝子解析技術を活用した
選抜イメージ 

２．肥育経営からの経営内一貫化 

受精卵 
移植 

生
産 

【黒毛和種子牛】 受卵牛としての 
交雑種雌牛の導入を支援 

受精卵移植を支援 

【交雑種♀】 

大規模肥育経営が繁殖部門を開始するため、価格の
高い黒毛和種雌牛の代替として交雑種を活用 

飼料自給率の向上 

畜産生産力・生産体制強化対策事業 

minori_furusawa930
線



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

農⼭漁村振興交付⾦ 【平成31年度予算概算決定額 9,809（10,070）百万円】

＜対策のポイント＞
地域の創意⼯夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住⺠の就業の場の確保、農⼭漁村における所得の向上や雇⽤の増⼤に結びつける取組
を総合的に⽀援し、農⼭漁村の活性化を推進します。
＜政策⽬標＞
○都市と農⼭漁村の交流⼈⼝の増加（1,450万⼈［平成32年度まで］）
○農村部の⼈⼝減の抑制（2,151万⼈を下回らない［平成37年度］）

［お問い合わせ先］
（1の事業）農村振興局農村計画課 （03-6744-2203）
（2の事業）農村振興局都市農村交流課（03-3502-5946）
（3の事業）農村振興局地域整備課 （03-3501-0814）

＜事業の流れ＞

１．農⼭漁村普及啓発対策
農⼭漁村のコミュニティ機能の向上と都市農業の振興を通じた都市と農

⼭漁村の交流や定住の促進のため、都市と農⼭漁村の双⽅から｢農⼭漁村
を知ってもらう｣機会の創出のための活動計画づくりや、ICTを活⽤した定
住条件の強化に向けた取組、都市農業の多様な機能の発揮のための取組を
⽀援します。
① 地域活性化対策 ② 都市農業機能発揮対策

２．農⼭漁村交流対策
増⼤するインバウンド需要の呼び込みや都市と農⼭漁村との交流促進の

ため、地域資源を活⽤した観光コンテンツを創出し、「農泊」をビジネス
として実施できる体制を有した地域の創出、福祉農園等の整備による障害
者や⽣活困窮者等の受⼊などの取組を⽀援します。
① 農泊推進対策 ② 農福連携対策

３．農⼭漁村定住促進対策
農⼭漁村における定住の促進、所得の向上や雇⽤の増⼤を図るため、⽣

産施設等の整備や⼭村の特⾊ある地域資源の商品化・販売促進等の取組を
⽀援します。
① ⼭村活性化対策 ② 農⼭漁村活性化整備対策

国
定額、1/2等

地域協議会等

○ １①から３①までの事業を実施する場合

○ ３②の事業を実施する場合

国
農林漁業者の
組織する団体等地⽅公共団体

1/2等交付

⼭村活性化対策
地場の農林⽔産物等の

⼭村の特⾊ある地域資源
の潜在⼒を活⽤するため、
地域資源の商品化や販売
促進等の取組を⽀援しま
す。

地域産品の
加⼯・商品化

農⼭漁村活性化整備対策

農産物直売施設

市町村等が作成する活性
化計画に基づき、農⼭漁村
における定住、所得の向上
や雇⽤の増⼤を図るために
必要な⽣産施設等の整備を
⽀援します。

定
住
促
進

都市農業機能発揮対策
農業体験や交流の場の提

供など、都市農業の多様な
機能を発揮する取組のほか、
農地の周辺環境対策や災害
時の避難地としての活⽤を
⽀援します。 マルシェの開催

普
及
啓
発

地域活性化対策
農⼭漁村が持つ豊かな⾃然

や「⾷」を活⽤した地域の活
動計画づくりや実践活動、ICT
を活⽤するモデル構想の策
定・試⾏、優良事例や農業遺
産のＰＲ活動等を⽀援します。

ブランド化に向けた
専⾨家からの助⾔

農泊推進対策
「農泊」をビジネスとして

実施できる体制の整備、観光
コンテンツの磨き上げや滞在
施設の整備等を⼀体的に⽀援
するとともに、全国の農泊の
取組の国内外へのＰＲ等を⽀
援します。

インバウンド
受⼊体制の整備

農福連携対策
福祉農園等の整備による

障害者や⽣活困窮者等の受
⼊、農業経営体の障害者受
⼊をサポートする⼈材育成
等の取組等を⽀援します。 障害者に対する

農業技術の指導

交
流
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経済産業省

施策 施策の内容
平成30年度

予算額
（百万円）

平成31年度
予算額（案）
（百万円）

１．家庭における食育の
推進

－ － －

２．学校、保育所等にお
ける食育の推進

－ － －

３．地域における食育の
推進

健康経営銘柄（健康寿命延伸産業創出推進事業の
内数）
　「健康経営銘柄」は、経済産業省が東京証券取引
所と共同で、東京証券取引所の上場会社の中から
「健康経営」に優れた企業を選定し、長期的な視点
からの企業価値の向上を重視する投資家にとって魅
力ある企業として紹介をすることを通じ、企業による
「健康経営」の取組を促進することを目指す。

604の内数 489の内数

４．食育推進運動の展
開 － － －

５．生産者と消費者との
交流の促進、環境と調
和のとれた農林漁業の
活性化等

－ － －

６．食文化の継承のた
めの活動への支援等 － － －

７．食品の安全性、栄養
その他の食生活に関す
る調査、研究、情報の提
供及び国際交流の推進 － － －
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事業の内容

健康寿命延伸産業創出推進事業
平成31年度予算額4.9億円（6.0億円）

（１）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

（２）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

（３）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

事業イメージ

商務・サービスグループ ヘルスケア産業課
03-3501-1790

事業目的・概要
 健康寿命を延伸し、高齢となっても自分らしく生ききることの出来る「生涯現役社会」
の実現を目指します。

 政府方針として、日本再興戦略に、新たな「健康寿命延伸産業」の創出・育成が明
記されており、これらを通じ、国民の健康増進、あるべき医療費・介護費の実現を目
指すことが重要です。

 このため、本事業では①ヘルスケア産業における事業基盤整備を進めるとともに（委
託事業）、②具体的なヘルスケアサービスの創出を支援（補助事業）します。

 ①事業基盤整備においては、健康経営の促進等を通じ、これらのビジネスの持続的
な成長を促すとともに、健康寿命延伸に対する個人・保険者・企業等の意識・動機
付けを高める社会基盤の構築を図ります。

 ②ヘルスケアサービス創出に向けては、医療・介護関係機関と民間企業の連携のも
とでサービスを組み込んだモデルの構築を支援します。具体的には、例えば右図の５
分野におけるサービスモデルの構築を想定しています。

 また、これらのサービスの創出拠点となる地域版協議会等（自治体、民間事業者、
医療・介護関係機関等で構成）のコーディネート機能強化、他地域への展開の推
進、制度的課題の洗い出しも行います。

成果目標
 平成26年度から平成31年度までの6年間の事業であり、最終的には平成32年に
健康寿命延伸産業の市場規模10兆円を目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等

委託

補助

民間企業
等

補助（1/2、1/3）

医療・介護関係機関及び
民間企業の連携

①中小企業等における健康経営の取組
に資するサービス 等

②次の世代の健康づくり・リテラシー向上に
資するサービス 等

③認知症・フレイル等の予防に資するサー
ビス 等

④高齢者の居場所と役割や仕事を創出し、
介護予防や介護度の進行抑制に資する
サービス 等

⑤人生の最終段階における生活のサポー
ト等に資するサービス 等

５分野の具体例公的保険外のサービスを組み込んだモデル構築支援

公的保険外サービスを組込みつつ予防から医療・介護、維持まで切れ目無く
提供する体制を整備するためのモデル事業をPDCAサイクルを回しながら支援

STEP 1

STEP 2

地域におけるヘルスケアビジネス創出のプラットフォームである「地域版ヘルス
ケア産業協議会」の機能強化、活用、横展開。医療・介護関係機関及び
民間企業が連携し、保険外のサービスを組み込んだモデル事業を支援。

高齢化社会を産業面から支える先進事例として、他地域への展開及び制
度等の課題を抽出。

更に、これらのビジネスが持続的に成長する基盤を構築すべく以下の取組を実施。
• 健康経営に取り組んでいる企業等の顕彰や、健康経営実践に向けたノウハウの提供
• 国内・グローバルのビジネスコンテスト等のヘルスケアベンチャー支援
• 高齢者等就労、人生の最終段階、予防投資促進に関する論点整理
• 認知症の超早期のリスク低減・予防、認知症の人にやさしい新製品・サービスの普及促
進

• ヘルスケアサービスの品質評価ガイドラインや第三者認証等の構築支援 等
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環境省

施策 施策の内容
平成30年度

予算額
（百万円）

平成31年度
予算額（案）
（百万円）

１．家庭における食育の
推進

－ －

２．学校、保育所等にお
ける食育の推進

食品廃棄物等リデュース・リサイクル推進事業費
  学校給食から排出される食品廃棄物の３Rの実施
及び当該３Ｒの取組を題材とした食育・環境教育活
動の実施等について、地方自治体を支援する。
  食品ロスに係るHPを整備するとともに食品ロス削
減全国大会を開催するなどして、全国規模での普及
啓発を行い、消費者の間での食品ロスに関する認知
度の向上を図る。
　さらに、各地域におけるリサイクルループ形成促進
や登録再生利用事業者の育成等のため、事業者・
自治体向けのセミナー等を活用したマッチングを実
施する。

70の内数 93の内数

３．地域における食育の
推進 － －

４．食育推進運動の展
開 － －

５．生産者と消費者との
交流の促進、環境と調
和のとれた農林漁業の
活性化等

－ －

６．食文化の継承のた
めの活動への支援等 － －

７．食品の安全性、栄養
その他の食生活に関す
る調査、研究、情報の提
供及び国際交流の推進

－ －
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平成25年度予算
○○百万円

2019年度要求額
99百万円（70百万円）

食品廃棄物等リデュース・リサイクル推進事業費

我が国では食品リサイクル法（平成12年法律第116号）に基づき食品廃棄物のリサイ
クルが進められている。食品廃棄物のリサイクル率は、法制定時に比べて改善（37％
→85％）されたものの近年横ばい傾向にあり、更なるリサイクルの促進に向けた対策
が必要。その際、過去の食品廃棄物の不正転売事案を踏まえつつ、食品廃棄物の適
正処理に継続的に取り組んでいく必要がある。

一方で、本来食べられるにも関わらず捨てられる食品ロスに関しては、環境・経済・福
祉等の様々な観点から国内外で注目されてきている。国際的には、国連持続可能な開
発目標（SDGs）のターゲットの１つに食品ロスの削減が掲げられている。国内では、平
成30年６月に食品ロス削減推進法案（仮称）が成立しただけでなく、第４次循環型社会
形成推進基本計画（平成30年６月19日閣議決定）にも削減目標が掲げられた。食品ロ
ス削減のためには、国民一人ひとりに食品ロスについて周知を図る必要があるが、そ
の際に地方自治体が果たす役割が大きい。他方で、自治体等の中には、食品ロスの
削減に係る取組に充てられる予算・人員が限られている自治体もある。

１．食品リサイクル法に基づく安全・安心な３R促進事業 29,439千円(29,439千円)
○ 食品リサイクルが進んでいない地域においてその原因を明らかにするとともに、国、
自治体、食品関連事業者及び再生利用事業者等が実施可能な対策について検討
する。また、再生利用事業者による食品リサイクルの効率化に係る工夫等について
調査し、結果を関係者間で共有することで、食品リサイクルの促進を図る。

○ 食品関連事業者及び再生利用事業者等向けのセミナーを開催するなどして食品廃
棄物処理に係るマッチングを図る。

○ 食品関連事業者及び登録再生利用事業者等への指導を継続的に実施する。

２．地域力を活かした食品ロス削減等促進事業 69,207千円(32,263千円)
○ 地方自治体の家庭系食品ロスの排出実態調査及び削減計画策定を支援する。
○ 地方自治体向けの食品ロス削減マニュアル及び地方自治体が活用可能な普及啓
発資材を作成し、提供することで、地方自治体による食品ロス削減対策を促進する
。

○ 学校給食から排出される食品廃棄物の３Rの実施及び当該３Ｒの取組を題材とした
食育・環境教育活動の実施等について、地方自治体を支援する。

○ 食品ロスに係るHPを整備するとともに食品ロス削減全国大会を開催するなどして、
全国規模での普及啓発を行い、消費者の間での食品ロスに関する認知度の向上を
図る。

事業概要

期待される効果

環境省
（施策の検討）

請負事業者

調査の請負発注

成果の報告

・食品廃棄物の適正処理と食品リサイクルの促進の同時達成
・日本全体での効果的・効率的な家庭系食品ロスの削減

イメージ

対策パッケージの提供

地方自治体

HP、全国大会を
通じた普及啓発

優良事例

効率化に係る
工夫の情報提供

• リサイクル事業化
阻害要因調査

• マッチングの実施

食品廃棄物

飼料・肥料

野菜等

食品リサイクルの促進
（リサイクルループの形成）

食品ロスの削減

事業者消費者

地元ネットワークを活用
した普及啓発

食品ロスの削減
（SDGs達成・循環計画目標達成等）

平成25年度予算
○○百万円

食品廃棄物等リデュース・リサイクル推進事業費

背景・目的

期待される効果

事業スキーム

環境省
（施策の検討）

請負事業者

調査の請負発注

成果の報告

・食品廃棄物の適正処理と食品リサイクルの促進の同時達成
・日本全体での効果的・効率的な家庭系食品ロスの削減

イメージ

対策パッケージの提供

地方自治体

HP、全国大会を
通じた普及啓発

優良事例

効率化に係る
工夫の情報提供

• リサイクル事業化
阻害要因調査

• マッチングの実施

食品廃棄物

飼料・肥料

野菜等

食品リサイクルの促進
（リサイクルループの形成）

食品ロスの削減

事業者消費者

地元ネットワークを活用
した普及啓発

食品ロスの削減
（SDGs達成・循環計画目標達成等）

環境再生・資源循環局
総務課リサイクル推進室

2019年度予算（案）
93百万円（70百万円）

我が国では食品リサイクル法（平成12年法律第116号）に基づき食品廃棄物のリサイ

クルが進められている。食品廃棄物のリサイクル率は、法制定時に比べて改善（37％

→85％）されたものの近年横ばい傾向にあり、更なるリサイクルの促進に向けた対策

が必要。その際、過去の食品廃棄物の不正転売事案を踏まえつつ、食品廃棄物の適

正処理に継続的に取り組んでいく必要がある。

一方で、本来食べられるにも関わらず捨てられる食品ロスに関しては、環境・経済・福

祉等の様々な観点から国内外で注目されてきている。国際的には、国連持続可能な開

発目標（SDGs）のターゲットの１つに食品ロスの削減が掲げられている。国内では、第

４次循環型社会形成推進基本計画（平成30年６月19日閣議決定）にも削減目標が掲げ

られただけでなく、国会でも、食品ロス削減の推進に係る法律の制定に関する議論が

なされており、次の通常国会において審議がなされる見通しである。食品ロス削減のた

めには、国民一人ひとりに食品ロスについて周知を図る必要があるが、その際に地方

自治体が果たす役割が大きい。他方で、自治体等の中には、食品ロスの削減に係る取

組に充てられる予算・人員が限られている自治体もある。

１．食品リサイクル法に基づく安全・安心な３R促進事業
○ 食品リサイクルが進んでいない地域においてその原因を明らかにするとともに、国、
自治体、食品関連事業者及び再生利用事業者等が実施可能な対策について検討
する。また、再生利用事業者による食品リサイクルの効率化に係る工夫等について
調査し、結果を関係者間で共有することで、食品リサイクルの促進を図る。

○ 食品関連事業者及び再生利用事業者等向けのセミナーを開催するなどして食品廃
棄物処理に係るマッチングを図る。

○ 食品関連事業者及び登録再生利用事業者等への指導を継続的に実施する。

２．地域力を活かした食品ロス削減等促進事業
○ 地方自治体の家庭系食品ロスの排出実態調査及び削減計画策定を支援する。
○ 地方自治体向けの食品ロス削減マニュアル及び地方自治体が活用可能な普及啓発
資材を作成し、提供することで、地方自治体による食品ロス削減対策を促進する。

○ 学校給食から排出される食品廃棄物の３Rの実施及び当該３Ｒの取組を題材とした
食育・環境教育活動の実施等について、地方自治体を支援する。

○ 食品ロスに係るHPを整備するとともに食品ロス削減全国大会を開催するなどして、
全国規模での普及啓発を行い、消費者の間での食品ロスに関する認知度の向上を
図る。

事業概要
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外務省

施策 施策の内容
平成30年度

予算額
（百万円）

平成31年度
予算額（案）
（百万円）

１．家庭における食育の
推進

－ －

２．学校、保育所等にお
ける食育の推進

－ －

３．地域における食育の
推進 － －

４．食育推進運動の展
開 － －

５．生産者と消費者との
交流の促進、環境と調
和のとれた農林漁業の
活性化等

－ －

６．食文化の継承のた
めの活動への支援等 －

７．食品の安全性、栄養
その他の食生活に関す
る調査、研究、情報の提
供及び国際交流の推進

日本食や日本の食文化の紹介も含めた海外向け日
本事情発信誌や映像資料を作成する。

81の内数 82の内数

国連食糧農業機関（FAO）に対して分担金を拠出す
ることにより、同機関が実施する栄養改善に関する
事業や調査分析、情報収集等の取組へ貢献する。

5,194の内数 5,270の内数

在外公館が管轄地域における対日理解の促進や親
日層の形成を目的として、外交活動の一環として開
催する総合的な日本文化の発信事業。 261の内数 238の内数

国連世界食糧計画（WFP）への拠出を通じて国際的
な連携・交流の促進及び飢餓や栄養不足の問題等
に関する情報提供を行う。 599の内数 529の内数
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